
事業再生計画の概要 
 

第１ 対象事業者の概要 
 
1  会社の概要 
 
株式会社 マツヤデンキ （以下「対象事業者」という。） 

  
 ① 会社の沿革 
   昭和 26 年 10 月 創業者平井謙三が大阪市浪速区日本橋筋において、

電球及び電気器具を取扱う卸売業、小売業の個人営

業を開始。 

    昭和 31 年 4 月 資本金 3,000 千円で松屋電器商事株式会社を設立。 

    昭和 55 年 12 月 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場。 

    昭和 63 年 9 月 大阪証券取引所の市場第一部銘柄に指定。 

             （平成 15 年 7 月 31 日現在の店舗数は、直営店 85
店舗、関係会社 22 店舗、フランチャイズ店 198
店舗、合計 305店舗） 

 ② 資本金・株式 
イ）資本金          14,661 百万円 （平成 15 年 7 月 31 日現在） 

ロ）発行済株式総数   3,566,392 株 

            上場：大証一部 

  ハ）大株主の状況（発行済株式総数に対する所有株式数の割合） 

株式会社近畿大阪銀行   4.93％ 

大阪証券金融株式会社   4.32％ 

株式会社ＵＦＪ銀行    3.11％ 

富士火災海上保険株式会社 3.11％ 

株式会社名古屋銀行    2.90％ 

有限会社ﾋﾗｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ   2.80％ 

マツヤデンキ従業員持株会 2.28％ 

三洋電機株式会社     2.17％ 

日本ビクター株式会社   1.99％ 

ｿﾆｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ株式会社    1.88％ 
           （平成 15年 3月 31日現在） 
 
 

 - 1 -



 ③ 本社・事業所 
イ）本社 

大阪府大阪市浪速区日本橋三丁目 7番 2号 

  ロ）主な営業所 
名古屋事務所（大府市）、東京事務所（流山市）、札幌事務所（札幌

市）、四国事務所（綾歌郡） 

  ハ）営業店 
  直営店 ８５店舗 （平成 15 年 7 月 31 日現在） 

大阪府２９店舗・京都府２店舗・滋賀県３店舗・兵庫県１０店舗・

奈良県１店舗・愛知県２４店舗・福井県２店舗・石川県１店舗・富

山県１店舗・新潟県１店舗・東京都３店舗・千葉県３店舗・埼玉県

５店舗 
 
 ④ 経営者 

代表取締役社長   平井 眞夫 

 

 ⑤ 従業員数 

   ９７５名（１５年７月末現在） 

   

２ 事業の概要 
主たる事業の内容は、電化製品の一般向け販売および子会社である北海道

マツヤデンキ及びフランチャイズ店に対する商品の供給 
 
３ 財務内容 （平成１５年３月期） 
   売上高  １０２，０４８百万円 
   営業利益   １，８００百万円 
   経常利益     ９３８百万円 
   借入金総額 ５３，０４０百万円（１５年７月末現在） 
  
４ 主要債権者 
㈱りそな銀行、㈱近畿大阪銀行、㈱住友信託銀行、ＵＦＪ信託銀行㈱、 
㈱UFJ銀行、㈱関西銀行、㈱北陸銀行、㈱三井住友銀行 

 
第２ 支援申し込みに至った経緯 
   対象事業者は、過去の経営陣の失策による資金固定化で、合計約 500 億

円に上る過大な金融機関借入金の負担に苦しんでおり、抜本的な財務体質

の改善を必要とし、平成１４年３月に策定した「中期経営計画」に基づき、
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不採算店舗閉鎖や遊休資産の売却を行っていたが、更なる過剰な債務の削

減のためには債権放棄等の抜本的な処理が必要であった為、金融支援につ

いての交渉を継続していた。 
   対象事業者の売上高は平成 1４年 3月以降減少傾向にあり、平成 15年３

月期決算実績も中期経営計画から大きく乖離し、メインバンク以外の金融

機関による約定返済金額の大幅な増額要請が厳しさを増し、対象事業者の

資金繰りをより一層圧迫するに至り、これを起因とした信用不安で商品仕

入等に重大な支障が生じる可能性が高まった。家電小売にとって、商品確

保は営業維持のため必要不可欠であることから、対象事業者は、早期事業

再生により事業価値の毀損を防止し、もって債権者に対する弁済を極大化

するため、大阪地方裁判所に対し、民事再生手続開始申立を行い、開始決

定を受けるとともに、本件事業再生計画の実施により、対象事業者の家電

事業の早期かつ確実な再生が図られるとの認識の基に、産業再生機構に対

して支援要請を行うに至ったものである。 
 
第３ 事業計画等の概要 
 
１ 事業計画 
（１）家電販売市場におけるマツヤデンキのビジネスモデルの確立 
① 小商圏で地域顧客に密着した 100～200坪の店舗を展開し、“安心・信頼・
便利”の「家電コンビニ」を確立する。 

② 高齢者人口の増加と都市部への人口集中に対応した、シニア層にやさしい
店づくり。信頼感と利便性の追求 

③ 大型家電量販店と直接的競合しない高採算のビジネスモデルの確立 
 
（２）具体的施策 
① 不採算及びビジネスモデル不適合店舗の閉鎖 
   本州８５店→５５店 
   北海道２１店→１0店（株式会社北海道マツヤデンキ所有） 
② フランチャイズ店の整理 
③ 本部経費の圧縮 
④ パート比率の向上 

 
 以上の施策により、３年後の売上約５５０億円、営業利益約１３億円を見

込んでいる。 
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２ 企業再編（ストラクチャー） 
（１）民事再生手続による営業譲渡 
   民事再生手続開始の申し立てを行い、その事業価値に関し公募入札を行

った後、速やかにスポンサーとの間で営業譲渡契約を締結し、民事再生法

第 42条の許可及び第 43条の代替許可を得て、スポンサーが出資する新会
社に対して営業譲渡を行い、Newマツヤデンキとして再生を図る予定であ
る。 

 
 ① 上記スキームを採用する理由 
   顧客離れ、フランチャイズ店の離脱などの事業価値毀損を最小限に食い

止め、対象事業者の事業の再生を迅速に実現するためには、過大な有利子

負債を切り離し、清算会社で過剰債務の処理を行うとともに、スポンサー

の出資する会社に対して対象事業者の優良店舗の営業を譲渡し、資金力・

信用力のある新しい経営主体の下で再出発を図ることが最も効果的かつ現

実的な方法であり、それ以外の方法によっては、対象事業者の事業継続は

きわめて困難であると判断される。 
   しかしながら、対象事業者は、資金繰りが困窮状態にあり、かつ、営業

譲渡を行うにあたっては、商法上、株主総会の特別決議が必要とされてい

るが、対象事業者は公開会社であり、現実的には、かかる特別決議を得る

ことは不可能であることから、民事再生手続開始の申立を行い、民事再生

法第 43条の代替許可を得て、スポンサーが出資する新会社に対し営業譲渡
を行うことが、本件事業の早期再生のために最も望ましい方法であり、そ

れにより企業価値の最大化（清算会社における配当財源の極大化）も図れ

ると判断した。 
 
 ② 産業再生機構の支援の必要性・有益性 
   事業を生かした形で営業譲渡するため、機構が関与することで、当該事

業再生計画の実現可能性を高め、仕入先メーカーからの協力を確実なもの

とするとともに、民事再生手続下において仕入債務につき基本的に全額の

弁済を可能とし、別除権者である金融機関の債権を買取ることで、円滑な

営業譲渡を図ることができる。 
 
（注）対象事業者は、産業再生機構への支援申込みに先立ち、平成１５年９月

２５日に民事再生手続きの申立を行い、同日開始決定を得ている。 
 
（２）民事再生手続きによる過剰債務の清算 
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   営業譲渡後に残った資産、負債については、清算型民事再生手続によっ

て処理する予定であるが、上記営業譲渡においてスポンサーを公募するこ

とで、適正な価値による譲渡をはかり、営業譲渡代金の最大化を図ること

で、清算会社における配当財源の極大化を目指す。 
 
（３）DES等の方針 
 上記のとおり、営業譲渡後の対象事業者（旧会社）を清算することを予

定しているため、これに対するデット・エクイティ・スワップ（DES）は
予定していない。 
 なお、譲受会社（新会社）については、営業譲渡代金の支払い等に充て

るため、スポンサーによる相当額の増資等による資金準備が行われるとと

もに、メインをはじめとする金融機関及び機構が取得した債権について

DESが行われる可能性もある。 
 
３ 債権放棄額（民事再生手続きによる損失見込）の概要 
金融機関における損失は、４１８億円を見込んでいる。 
但し、これはあくまでも現時点における金融機関の損失見込額であり、最

終的には民事再生手続においてその額が確定するため、その額が増える可能

性があるが、上記スポンサーの公募入札手続等により、その額が減少する可

能性もある。 
 
第４ 支援基準適合性 
 
１ 生産性向上基準 
  本事業計画の遂行によって、自己資本当期純利益率および有形固定資産回

転率が各々２ポイント、5ポイント以上向上する見込みである。 
 
２ 財務健全化基準 
  本事業計画の遂行によって、有利子負債のキャッシュフローに対する比率

は１０倍以内となり、かつ経常収入は経常支出を上回る見込みである。 
 
３ 清算価値との比較 

対象事業者と同様な家電小売業者が民事再生手続に入った場合、その後仕

入を継続することは極めて困難であり、仕入および売上が大幅に減少した状

態で営業を継続することとなるか、営業譲渡を行うこととなる可能性が高い

が、仕入債務を弁済しない限り、事業価値は著しく毀損し、営業権の評価は
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ほとんど期待できず、かつ、収益による弁済もほとんど期待することはでき

ない。 

したがって、対象事業者の民事再生手続において、機構の支援決定がなか

った場合、その弁済率は破産手続にしたがった弁済率と必ずしも大きく相違

しないものと予想される。 

 
４ ３年以内のリファイナンスの可能性 
  営業譲受会社の平成１８年３月期における予想負債／キャッシュフロー倍

率は、類似業種の他の上場企業の数値との比較から判断して、銀行のシンジ

ケートローンまたは社債等によるリファイナンスが可能な水準と思料され

る。 
 
５ 過剰供給構造との関係 
  本事業再生計画においては、店舗を多数閉鎖することから、「供給能力」

を削減するものであり、産業活力再生特別措置法の施行に係る指針第１５条

に規定する「過剰供給構造の解消を妨げるもの」に該当しないものと判断す

る。 
 
６ 労働組合との協議の状況 
  対象事業者は、今後ただちに従業員代表との話合いの機会を持ち、事業再

生計画につき、労使間で十分な協議を行う予定である。 
 
第５ 経営者の責任 
  過去の経営問題を惹起した責任については現社長を除き、当時の役員は全

て退任している。 
  今回の再生計画に基づく新会社への事業移行は、現社長不在のもとで円滑

に進めることは困難であると思われるため、現社長は、新経営陣就任までの

間、引き続き留任する予定である。なお、前社長は現相談役であるが、今回

退任し、全ての職務から外れる。 
 
第６ 株主の責任 
民事再生手続開始の申立により、現株式は、将来上場廃止となるとともに、

営業譲渡後の対象事業者は解散を予定しており、株主に対して残余財産の支

払いが行われる見込みはない。このように、株式価値がゼロとなることによ

り、株主責任が果たされることを想定している。 
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第７ その他 
本件事業計画は、マツヤデンキの子会社である株式会社北海道マツヤデン

キ（札幌市中央区三条西二丁目１番地、代表者山本勝彦）も含めた計画とし

ている。 
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